
（適 用）
第１条 この規則は，一般社団法人日本癌治療学会 (以下，「本法人」と略す。) の会費について，本法人の定款第9条

に規定することのほかに，以下のとおり定めるものとする。
（会 費）
第２条 本法人の正会員の会費は，次のとおりとする。

(1) 会員　年額12,000円　※
(2) 代議員　年額15,000円

2 本法人の賛助会員の会費は，年額1口50,000円以上とする。
（納入規定）
第３条 会費は，当該事業年度の間に年額の全額を納入しなければならない。
２ 会費は，年額を分割して納入することができない。
（会費滞納者の取扱い）
第４条 前年度の会費を納入していない会員には，会費の納入があるまで，機関誌のオンラインジャーナルの閲覧を中止

する。
２ 正会員が前年度及び当年度に亘って会費を納入しない場合，定款第10条の規定による会員資格喪失処分は，以

下の手続きによって行う。
(1) 当年度終了後，直近に開催される理事会に報告した上で，次回総会において会員資格喪失の決議を行うこと
を，当該総会の1週間前までに当該会員に通知する。
(2) 前号の措置の後に，滞納会費が全額納入された場合，又は当該会員が書面により，若しくは直接総会に出頭
して弁明を行い，その弁明が妥当と判断された場合を除き，総会の決議を経て，当該会員を会員資格喪失させ
る。
(3) 前号の規定により会員資格を喪失した者が復権を求めた場合，会員資格喪失期間が1年以下で，かつ未納年
会費及び会員資格喪失期間の年会費の納入があった場合に限り，正会員として復権することを認め，会員資格喪
失期間も含めて継続して会員であったものとする。この場合，定款施行細則第1号（入会規則）第3条の規定に
より入会手続きを取らなくてはならない。

（規則の変更）
第５条 この規則は，理事会の決議を経て変更できるものとする。
附 則
１ この規則は，平成21年１月５日から施行する。
２ この規則は，平成25年10月23日から施行する。
３ この規則は，平成30年10月17日から施行する。

※ 但し、2018年度までの新規入会者は4年目まで年額10,000円
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